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件名：東武鉄道伊勢崎線竹ノ塚駅踏切死傷事件に係る

追加の資料送付と、これを証拠とする再告発ほか

（本状及び添付資料は、資源節約のため一部を除き両面印刷とさせていただきましたこと

を、御了承願います。）

前略失礼いたします。

私は、標記の刑事裁判を、５月２４日の初公判以来欠かさず傍聴している者です。また、

本年６月２６日付け第１３－１１８４－５５４５３号普通小包郵便、及び７月６日付け第

６０５－１１－０７０８６－３号配達記録郵便にて、本件に関連して東武鉄道株式会社（以

下「同社」と記します）本社関係者の立件（起訴）を求める要請書を送付した者です。

私は、本件が発生した「伊勢崎線第３７号踏切」の状況に関する実地調査を、上記要請

書の提出後も続けてまいりました。その結果、同社の経営陣が、小松完治被告をはじめと

する踏切保安係の誰かがいつか今回のような事故を起こしてしまうのを、未然に防止でき

なくてもやむを得ないという「未必の故意」の認識を持っていたのではないかと強く推認

される、以下に記す事実関係が浮き彫りになってまいりました。

ところが、小松被告の一連の公判においては、今のところ、以下の事実関係が問題にさ

れる様子が感じられません。それどころか、１０月３１日の公判での裁判長の話し振りか

らは、次回の１２月１９日の公判では、論告求刑の手続に進むように受け取れました。

そこで、未送付の調査資料をお送りすると共に、これらの調査結果とこれまでの公判の

傍聴内容から私が考えた同社経営陣の罪状について改めて告発し、またこれまでの公判で

気づいたことなどについて、お便りさしあげることにしました。

今回お送りした資料について、今からでも小松被告の刑事裁判において証拠として採用

される可能性があるようでしたら、その方向での御配慮をいただければと考えております。

また、別途書類送検されております、毛塚満・前竹ノ塚駅長と大芦和夫・本社運転課課長

補佐の２名の立件（起訴）にあたっても、今回お送りした資料が何らかの形でお役に立て

ばとも考えております。

よろしくお取り計らいのほど、お願い申し上げます。

告発の主旨

１．同社の鉄道事業本部電気部信号通信課長（氏名不詳）には、事故現場となった「伊勢
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崎線第３７号踏切」（以下「第３７号踏切」と略記します）について、

(1) 列車接近時の踏切遮断開始が安全確保上の必然性が認められないほど早すぎる状

況を放置し続けた不作為によって、第３７号踏切のいわゆる「開かずの踏切」状

態をいたずらに（必要以上に）深刻化させ、もって第３７号踏切に勤務する踏切

保安係と通行人とのトラブルを誘発し、踏切保安係全員を（内規違反と知りなが

ら）遮断機早上げ防止装置の鎖錠を解除するボタン（以下「解除ボタン」と略記

します）を操作しての危険な遮断機扱いをせざるを得ない心理状態に追い詰めた

ことと、

(2) 近隣への騒音対策として遮断機降下完了後に警報音を止める取扱方をしなければ

ならないような耳障りな音質（音色）の警報機を、そのような取扱方をしないで

済む音質のものに取り替えるのを怠った不作為によって、小松被告が第２４１６

列車の接近を失念して解除ボタンを操作し遮断機を上げてしまうという人為的ミ

スを誘発したこと

の結果として今回の事故を誘発し、事故発生当時踏切を通行していた宮崎季萍さんと

高橋俊枝さんを死亡させ、かつ別の２名（氏名不詳）に重傷を負わせた、殺人及び傷

害と鉄道営業法第２５条違反の疑いがあります。

２．同社の「いけだなおと」（漢字不詳のため平仮名で標記。以下同様）・鉄道事業本部運

輸部運転課長（当時）には、竹ノ塚駅で時間調整のために長時間停車する列車を多数

設定する列車ダイヤを作成したことによって、第３７号踏切の「開かずの踏切」状態

をいたずらに深刻化させ、もって第３７号踏切に勤務する踏切保安係全員を、解除ボ

タンを使用しての危険な遮断機扱いをせざるを得ない心理状態に追い詰めたことによ

って今回の事故を誘発した、殺人及び傷害と鉄道営業法第２５条違反の疑いがありま

す。

３．同社の根津嘉澄・取締役社長と角田建一・鉄道事業本部長には、同社従業員の人為的

ミスに起因する事故が発生するのを未然に防止する対策を講じるべき、使用者として

当然の責務の履行を怠り続けたことによって今回の事故を誘発した同社経営陣の不作

為の事実を棚に上げ、事故当事者である小松被告の解除ボタン使用に係る内規違反と

人為的ミスとに事故の責任を転嫁する形で懲戒解雇処分を下したという、殺人及び傷

害と鉄道営業法第２５条違反、並びに解雇権の濫用を禁止した「労働基準法第１８条

の２」違反の疑いがあります。

なおこれらについては、上に記したとおり、当該被疑者にいずれも「第３７号踏切及び

第３８号踏切の保安体制の不備を放置し続けることによって人身事故を発生させてしまう

のを、未然に防止できなくても構わない、やむを得ない」という「未必の故意（殺意）」の

認識があったと強く推認される事案の悪質さに鑑み、業務上過失致死傷罪ではなく殺人及

び傷害罪を適用し、かつ鉄道営業法並びに労働基準法違反との併合罪を適用することによ

り、厳罰に処することを求めるものであります。

証拠明細（不足等がございましたら御一報願います）

１．上記「告発の主旨」１－(1)関連

①伊勢崎線第３７号踏切における踏切遮断状況の実測調査 ２頁

②伊勢崎線第３７・３８号踏切において、安全上必要のない無駄な踏切遮断時間

の存在が放置され続けている事実を検証した計算結果 ４頁

２．上記「告発の主旨」１－(2)関連

③自動化前の「伊勢崎線第３７・３８号踏切」で使用されていた警報音について

の考察と、その周波数特性の解析結果 ２頁
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④伊勢崎線第３７号踏切の自動化前の警報音を録音したオーディオＣＤ １枚

３．上記「告発の主旨」２関連

⑤竹ノ塚駅で時間調整する長時間停車列車の一覧表 １頁

⑥「平日用・伊勢崎線関係列車運行図表（平成１６年１０月１６日現行）」の写し

（全列車の竹ノ塚駅の着発・通過時刻がわかる部分のみを縮小コピーし、貼り合わせ

たもの。列車番号と記号の説明部分のコピーを、別に添付）

４．その他

⑦交通権学会誌『交通権』第２３号（２００６年春発行予定）向け投稿原稿

「東武鉄道『伊勢崎線第３７号踏切』での死傷事件はなぜ起きたか」 １２頁

＊この論文の第Ⅳ章で、上に記した同社経営陣の罪状について解説しています。

この論文をもって、本状の「告発の理由」に代えさせていただきます。

なお、この論文に付随した表のうち、【表２】は上記①と、【表３】は上記③と、そ

れぞれ同一内容で重複するため、添付を省略いたします。

また、この論文は未発表の、原稿段階のものです。このため、上記会誌に掲載され

るにあたっては加筆修正を求められたり、掲載自体が見送られる可能性もあること

を、御了承願います。

⑧足立区道路・施設図（『カラーマップあだち '０２』１２～１５ページの写し）

⑨伊勢崎線第３７号踏切を迂回するための周辺道路等の整備経過 １頁

＊このほか、上記「告発の主旨」１－(1)の容疑事実を裏付ける証拠としては、第３７号踏

切付近の信号通信設備の図面（図面の正式名称は不明）が挙げられます。

この図面については、本件捜査の指揮を担当されていた、警視庁捜査１課警視（当時）

の●●●様から、東武鉄道本社の家宅捜索によって押収済みである旨を伺っております。

私は、この図面の現物を見たことはありませんが、第３７号踏切や第３８号踏切の保安

装置と連動している踏切制御子（ふみきりせいぎょし、列車がここを通過すると踏切番

舎内の連動盤に列車接近を知らせる赤ランプを点灯させたり、警報機の動作を開始させ

る装置の正式名称）の設置地点も書き込まれていなければ、おかしいはずです。そして、

第３７号踏切や第３８号踏切の保安装置と、この踏切制御子との配線がつながっている

はずであることを念頭に探せば、必ず見つかるはずです。

(1) この図面に書き込まれているはずの、踏切制御子の名称や記号は不明ですが、参考

のため、踏切自動化後の調査で実物を確認できた、自動化後に新たに設置された踏

切制御子機器箱の設置地点と、機器箱に記載されている踏切制御子名の表を掲げて

おきます。踏切自動化前の図面でも、対応する踏切制御子の名称が同じである可能

性があるからです。
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自動化後の踏切制御子設置地点の一覧表

踏切名 線路
機器箱に記載されて

いる踏切制御子名

機器箱設置位置

(北千住起点からの距離)

下り急行線 伊３７－１ＤＣ ４Ｋ７９５Ｍ

下り緩行線 伊３７－３ＤＣ ５Ｋ３６５Ｍ

上り緩行線 伊３７－６ＤＣ ７Ｋ０６０Ｍ
伊勢崎線第３７号踏切

上り急行線 伊３７－２ＤＣ ７Ｋ９６５Ｍ

下り急行線 伊３８－１ＤＣ ４Ｋ９００Ｍ

下り緩行線
＊２ＲＦ（第１場内

信号機）と連動
５Ｋ９６５Ｍ

上り緩行線 伊３８－２ＤＣ ７Ｋ８５０Ｍ

伊勢崎線第３８号踏切

上り急行線 伊３８－２ＤＣ ８Ｋ１２０Ｍ

＊警報音が鳴り始めたときの列車の位置からの推定。

(2) 踏切制御子などの設置地点は、すべて上記のように北千住駅構内の起点（０キロポ

スト）からのキロ数＝距離で、その位置が示されているはずです。このキロ数同士

を引き算することで、踏切制御子の設置地点と第３７号踏切（６Ｋ３００Ｍ）との

間の距離を求めることができます。

ちなみに、私が上記①の添付資料に記した調査結果を踏まえて、営業列車に乗り込

んで主な地点から第３７号踏切と第３８号踏切までの所要時間を計測した結果とを

照合したところ、自動化前の第３７号踏切と第３８号踏切の保安装置と連動してい

た踏切制御子は、おおよそ以下の地点付近に設置されていたものと考えられます。

自動化前の踏切制御子が設置されていたと見られる地点の一覧表

踏切名 線路

踏切制御子が設置されてい

たと見られるおよその位置

（北千住起点からの距離）

踏切制御子が設置されていたと

見られる位置の近くの目標物

（信号機等の記号）

下り急行線 ４Ｋ７２５Ｍ 第２閉そく信号機（急１１９）

下り緩行線 ４Ｋ７２５Ｍ 第２閉そく信号機（緩１１９）

上り緩行線 ７Ｋ４２０Ｍ 第２閉そく信号機（緩１４４）

第３７

号踏切

上り急行線 ８Ｋ４７５Ｍ ※下記「伊３８－２ＤＣ」と共用？

下り急行線 ４Ｋ７２５Ｍ 第２閉そく信号機（急１１９）

下り緩行線 ５Ｋ９６５Ｍ 竹ノ塚駅第１場内信号機（２ＲＦ）

上り緩行線 ８Ｋ０５０Ｍ 第２閉そく信号機（緩１５０）

第３８

号踏切

上り急行線 ８Ｋ４７５Ｍ ※伊３８－２ＤＣ

※＝使用されなくなってビニールテープで×印が付けられているのを確認した、自動化前

の踏切制御子の機器箱の設置地点。自動化前の第３７号踏切と第３８号踏切では、上

下急行線列車が接近してきた際には両方の踏切の警報音が全く同時に鳴り始めていた

ことから、１個の踏切制御子を２ヶ所の踏切で共用していたものと考えられます。

(3) 一方、竹ノ塚駅付近での（ダイヤ設定上の）列車の最高運転速度は、上下急行線で

は時速１００ｋｍ（秒速に換算すると約２７．８ｍ）、上下緩行線では時速８５ｋｍ

（同２３．６ｍ）です。ただし、列車ダイヤには遅れを取り戻すための若干の余裕

時間が加算されているため、列車が遅れていない限りは、実際には上下急行線では
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時速９０ｋｍ（同２５ｍ）程度で運転されていることが多いはずです。

(4) ここで、(2)で求めた「第３７号踏切の保安装置と連動している踏切制御子の設置地

点から第３７号踏切までの距離」と(3)に記した運転速度とで割り算をすれば、「列

車が第３７号踏切の保安装置と連動している踏切制御子の設置地点を通過してから

第３７号踏切に到達するまでの時間」が求められます。これを上記②の添付資料に

記した計算方法で求められる、適切な（本来あるべき）遮断開始時間とを照合する

ことで、列車が踏切制御子設置地点を通過してから第３７号踏切に到達するまでの

時間が長すぎる、すなわち踏切制御子の設置地点が不適切であること（第３７号踏

切から遠すぎること。第３８号踏切についても同様）が、証明されるはずです。

※当該図面での踏切制御子の検索と上記の計算については、当該図面を貸し出していた

だけるようであれば（コピー可）、私が代行するにやぶさかでありません。

＊小松被告の公判を傍聴していて気づいたこと－１０月７日の公判において「いけだ」

証人が「９月５日の公判で『ひらが』証人が、かつて先輩から聞かされたと証言した『昭

和４０年代？に赤ボタンを全く使わないテストをしてみたら、車の渋滞が広がってパニ

ックになったことがある』というのは迷信だ」と証言したことの不当性（非科学性）に

ついて

この「いけだ」証言は、以下に記す第３７号踏切周辺の道路事情の変遷を無視している

点において不当なものであるため、関係部分を証拠として採用しないよう裁判長に求める

ことを、要請いたします。

①１９６５（昭和４０）年に同社鉄道線の手動式踏切において、踏切保安係の反対列車不

確認などの人為ミスを原因とする踏切死傷事故が多発したことが、『東武鉄道百年史』

（東武鉄道株式会社・編、１９９８年発行）７４９～７５０頁に記されています。

②これを受けて同社は、１９６６（昭和４１）年ごろ、すべての手動式踏切に、人為ミス

防止対策としての遮断機早上げ防止装置と、これに付随する「解除ボタン」とを整備し

たと見られます。このことは、「いけだ」証人の証言で言及されていた内容とも一致しま

す。

③１９６８（昭和４３）年３月ごろ、国道４号線・草加バイパス（都県境付近で東武伊勢

崎線をオーバークロスする道路）が開通しました。この草加バイパスが、第３７号踏切

周辺で東武伊勢崎線と立体交差する、初めての道路となりました。

④これ以降、１９７４（昭和４９）年１０月ごろ開通した栗六（くりろく）陸橋をはじめ、

１９９０（平成２）年３月に開通した栗原（くりはら）立体交差地下道（区道補助２５

８号線）に至るまで、東武伊勢崎線と立体交差する道路が次々と整備されました。

（道路番号とその立地などの詳細は、添付資料「足立区道路・施設図」及び「伊勢崎線

第３７号踏切をう回するための周辺道路等の整備経過」を御参照ください。）

以上のことから、栗六陸橋が開通した１９７４（昭和４９）年１０月ごろまでは、東武

伊勢崎線の東西を行き来する自動車は、第３７号踏切を通過する赤山街道（「せきやまかい

どう」ではなく「あかやまかいどう」と呼ばれています）に集中せざるを得ない道路環境

だったと言えます。草加バイパスや環七の立体交差部分まで（から）の距離を考えれば、

著しく遠回りになってしまうからです。

したがって、「ひらが」証人が先輩から聞かされた体験談として証言した「赤ボタンを全

く使わないテストをしてみたところ、車の渋滞の列が国道４号線の向こうまでつながって

一帯がパニック状態になった」という話を「昭和４０年代のことだったらしい」としてい

たことは、添付資料に記した道路整備の経過と符合することになります。栗六陸橋などが

開通した後であれば、第３７号踏切への自動車の集中度が低下するため、これに起因する
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交通渋滞が発生する可能性も低くなるからです。

この「ひらが」証言に対して「いけだ」証人は、「今回の事故が発生してから赤ボタンの

使用を禁止し、そのうえで交通状況の調査も行ったが、４号線までつながるほどの渋滞は

発生していない。『ひらが』証言は迷信だ」と反論していました。しかし、上に記した第３

７号踏切のう回路の有無を無視した「いけだ」証人の主張は、物事を科学的に比較するう

えでの必要条件である（昭和４０年代と今日との）「比較条件の統一」を無視しています。

したがって、「今日渋滞が発生していないのだから、昔も渋滞が発生していたはずがない」

旨の「いけだ」証言が、科学的合理性を欠いたものであることは明白です。よって私は、

「いけだ」証言のこの部分を証拠採用してはならないと考えます。

上に記した、昭和４０年代当時と現在との道路状況の違いについては、国土地理院発行

の新旧の地形図を比較対照することで、容易に証明が可能です。旧版地図の閲覧若しくは

謄本入手の方法については、「伊勢崎線第３７号踏切を迂回するための周辺道路等の整備

経過」を御参照ください。

また、上に記した「ひらが」証言の話が事実であるとすれば、所轄警察署の交通担当部

署に、当時の交通混乱の記録が残されている可能性があります。昭和４０年代には竹の塚

警察署はまだ開設されておらず、東武伊勢崎線の東側は綾瀬警察署、西側は西新井警察署

の管轄でした。ただ、残されているとしても、竹の塚警察署の開設に伴って関係書類の保

管先が変更されている可能性も考えられます。

関係警察署の連絡先は、次のとおりです。

綾瀬警察署 〒120-0006 足立区谷中4-1-24 電話03-3620-0110㈹

西新井警察署 〒123-0843 足立区西新井栄町2-8-15 電話03-3852-0110㈹

竹の塚警察署 〒121-0064 足立区保木間1-16-4 電話03-3850-0110㈹

また「ひらが」証人は、第３７号踏切から国道４号線までの距離を「２～３ｋｍくらい」

と証言していましたが、私が１９９６（平成８）年発行の「２万５千分の１地形図・草加」

で計ったところ、約１．３ｋｍでした。

本件踏切惨事関連の資料は、今回お送りした以外にも、冒頭にＵＲＬを記したホームペ

ージに多数掲載中ですので、御参照いただければ幸いです。

なお、今回送付した資料その他について不明点がございます場合には、必要に応じて追

加の書面提出若しくは面接などにより、貴庁の捜査に全面的に協力する用意がございます

ことを、付記いたします。

以上

記事 小包郵便物引受番号と配達完了日および配達郵便局

第１３－１１８４－５５５０１号

平成１７（２００５）年１１月１１日 東京中央郵便局にて配達完了

追記 本状は、星野検察官から書類の引継ぎを受けた佐久間進検察官によって預かりとさ

れた後、２００６年４月１４日の面接の際、半澤に手渡し返戻。（この間「預かり」

として取り扱われていたことについて、半澤への連絡は一切なかった。）


